
 

■ 「VBA 法人税確定申告書」で前期の赤字決算から当期に黒字決算となる法人のデータ入力について 

 

この計算例は、前期は赤字決算で当期に黒字決算となる設立３期目の法人の納税充当金の計算についての「VBA 法

人税確定申告書」システムでのデータ入力になります。（東京 23 区以外の計算） 

 

 

■ 黒字決算法人の確定申告書を当期の納税充当金の

計算前に表示します。 

 

別表 4 所得の金額に関する明細書 

所得金額の「当期利益」1 欄は、損益計算書の税引前

「当期純利益」から 10,000,000 円となっています。 

次に 44 欄で前期からの「欠損金の当期控除額」である

1,500,000 円を控除して、最後に 52 欄の「所得金額」

は 8,500,000 円になります。 

 

別表 5(1) 利益積立金額及び資本金等の計算に関する

明細書 

前期の繰越損益金と納税充当金を減算します。 

貸借対照表の「繰越利益剰余金」から当期の「繰越損

益金」は 8,365,900 円となっています。 

 

別表 5(2) 租税公課の納付状況に関する明細書 

前期に納税充当金として経理した法人都道府県民税の

20,000 円と法人市町村民税の 50,000 円を充当金の取

りしとして減算します。 

当期の法人税・地方法人税と法人都道府県民税および

法人市町村民税の発生税額が表示されます。 

 

別表 5(2)の 31 欄「損金経理した納税充当金」はまだ入

力できません。 

 

 

  



 

 

別表 7(1) 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する

明細書 

 

前々期の損失金額 1,000,000 円 

前期の損失金額     500,000 円 を 

当期の「所得金額」から控除できます。 

 

 

〇 別表 1・別表 1 次葉 法人税の申告書 

 

法人税        1,316,000 円 

地方法人税       135,500 円 

 

〇 第 6 号様式 法人事業税と道府県民税の申告書 

 

法人事業税    387,000 円 

特別法人事業税  143,100 円 

法人都道府県民税  13,100 円（所得割） 

法人都道府県民税  20,000 円（均等割） 

 

〇 第 20 号様式 法人市県民税の申告書 

 

法人市町村民税   78,900 円（所得割） 

法人市町村民税   50,000 円（均等割） 

 

 

 

 
 

※ 防衛特別法人税の計算はしていません。 

 

 

 

  



 

  
 

 

 

■ 納付税額計算表から納税充当金を確認します。 

 

〇 納付税額計算表 

 

納付状況計算書から法人税・地方法人税、法人事業税・

特別法人事業税、法人都道府県民税、法人市町村民税の

合計金額で未払法人税等（納税充当金）を確認します。 

 

法人税等申告税額－中間納付税額＝未払法人税等 

 

2,143,600 円 － 0 円 ＝ 2,143,600 円 

 

 

  



 

■ 納税充当金の仕訳入力により損益計算書と貸借対照表を再計算します。 

 

納税充当金の仕訳入力で損益計算書と貸借対照表を完成させて税引後の当期純利益と繰越利益剰余金を確定します。 

 

納税充当金の振替仕訳     法人税、住民税及び事業税 2,143,600 円 ／ 未払法人税等 2,143,600 円 

 

損益計算書の税引後当期純利益 10,000,000 円 － 2,143,600 円 ＝ 7,856,400 円 

 

貸借対照表の繰越利益剰余金   8,365,900 円 － 2,143,600 円 ＝ 6,222,300 円 

 

 

■ 黒字決算法人の確定申告書を当期の納税充当金の

計算後に作成します。 

 

別表 4「所得金額」10,000,000 円を 7,856,400 円に変更

して入力します。 

 

別表 5(1)「繰越損益金」8,365,900 円を 6,222,300 円に

変更して入力します。 

「納税充当金」には別表 5(2)から 2,143,600 円が転記さ

れます。 

 

別表 5(2)「損金経理した納税充当金」に 2,143,600 円を

入力します。 

 

 

 

 
 

 

 

 

■ 別表 5(1)の検算式のチェック 

 

別表 5(1)の検算式から納税充当金のデータ入力が正し

くされているかを確認します。 

 

 

  



 

 

■ 黒字決算法人の確定申告書を当期の納税充当金を

計算してから表示します。 

 

別表 4 所得の金額に関する明細書 

所得金額の 1 欄に損益計算書の「当期純利益」から税

引後の「当期利益」7,856,400 円になります。 

別表 4 の 4 欄「損金の額に算入した納税充当金」で

2,143,600 円を加算しています。 

次に 44 欄で前期からの「欠損金の当期控除額」である

1,500,000 円を控除して、最後に 52 欄の「所得金額」

は 8,500,000 円になります。 

 

別表 5(1) 利益積立金額及び資本金等の計算に関する

明細書 

前期の繰越損益金と納税充当金を減算します。 

貸借対照表の「繰越利益剰余金」から当期の「繰越損

益金」は 6,222,300 円になります。 

当期の「納税充当金」は 2,143,600 円になります。 

 

別表 5(2) 租税公課の納付状況に関する明細書 

当期の法人税・地方法人税と法人都道府県民税および

法人市町村民税の発生税額が表示されます。 

31 欄の「損金経理をした納税充当金」は 2,143,600 円

になります。 

 

 

 
 

納付税額計算書表の法人税・法人税地方税合計額を別表 5(2)「損金経理した納税充当金」として新規入力して別表

4「利益金額」と別表 5(1)「繰越損益金」を変更入力しても別表 4 の「所得金額」52 欄の 8,500,000 円が変更され

ていなければ法人税・法人地方税も変更されません。 

  



 

■ 「VBA 法人税確定申告書」で前期と当期がともに黒字決算である法人のデータ入力について 

 

この計算例は、前期は黒字決算で当期も黒字決算となった法人の「VBA 法人税確定申告書」システムへのデータ入

力になります。前期の納税充当金と当期の中間納付税額および納税充当金の計算です。（東京 23 区以外の計算） 

 

 

 

■ 黒字決算法人の確定申告書を当期の納税充当金の

計算前に表示します。 

 

別表 4 所得の金額に関する明細書 

所得金額の「当期利益」1 欄は、損益計算書の税引前

「当期純利益」から 12,646,000 円となっています。 

最後に 52 欄の「所得金額」は 13,434,700 円になって

います。 

 

別表 5(1) 利益積立金額及び資本金等の計算に関する

明細書 

前期の繰越損益金と納税充当金を減算します。 

貸借対照表の「繰越利益剰余金」から当期の「繰越損

益金」は 41,899,500 円となっています。 

 

別表 5(2) 租税公課の納付状況に関する明細書 

前期に納税充当金として経理した法人税・地方法人税

と法人都道府県民税と法人市町村民税を充当金の取り

しとして減算します。 

当期の法人税・地方法人税と法人都道府県民税および

法人市町村民税の発生税額が表示されます。 

 

別表 5(2)の 31 欄「損金経理した納税充当金」はまだ入

力できません。 

 

 



 

 

 
 

※ 防衛特別法人税の計算はしていません。 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

■ 納付税額計算表から納税充当金を確認します。 

 

〇 納付税額計算表 

 

納付状況計算書から法人税・地方法人税、法人事業税・

特別法人事業税、法人都道府県民税、法人市町村民税の

合計金額で未払法人税等（納税充当金）を確認します。 

 

法人税等申告税額－中間納付税額＝未払法人税等 

 

4,069,300 円 －1,594,700 円 ＝ 2,474,600 円 

 

 

≪ご注意≫ 

この計算例では入力手順を簡略化するために、法人税・

法人地方税と事業税・特別法人事業税、法人都道府県民

税および法人市町村民税の中間納付税額を「法人税、住

民税及び事業税」または租税公課として損金経理してい

ます。 

 

中間納付税額を「仮払法人税等」で仮払経理している場

合は、入力手順が違いますので注意してください。 

 

 

 

〇 別表 1・別表 1 次葉 法人税の確定申告書 

 

法人税        1,485,500 円 

地方法人税       210,900 円 

 

〇 第 6 号様式 法人事業税と道府県民税の申告書 

 

法人事業税    457,900 円 

特別法人事業税  152,400 円 

法人都道府県民税   3,800 円（所得割） 

法人都道府県民税  25,000 円（均等割） 

 

〇 第 20 号様式 法人市県民税の申告書 

 

法人市町村民税   74,100 円（所得割） 

法人市町村民税   65,000 円（均等割） 

 

 

 

■ 納税充当金の仕訳入力により損益計算書と貸借対照表を再計算します。 

 

納税充当金の仕訳入力で損益計算書と貸借対照表を完成させて税引後の当期純利益と繰越利益剰余金を確定します。 

 

納税充当金の振替仕訳     法人税、住民税及び事業税 2,474,600 円 ／ 未払法人税等 2,474,600 円 

 

損益計算書の税引後当期純利益 12,646,000 円 － 2,474,600 円 ＝ 10,171,400 円 

 

貸借対照表の繰越利益剰余金  41,899,500 円 － 2,474,600 円 ＝ 39,424,900 円 

 

 

  



 

 

■ 黒字決算法人の確定申告書を当期の納税充当金の

計算後に作成します。 

 

別表 4「所得金額」12,646,000 円を 10,171,400 円に変

更して入力します。 

 

別表 5(1)「繰越損益金」41,899,500 円を 39,424,900 円

に変更して入力します。 

「納税充当金」には別表 5(2)から 2,474,600 円が転記さ

れます。 

 

別表 5(2)「損金経理した納税充当金」に 2,474,600 円を

入力します。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

■ 別表 5(1)の検算式のチェック 

 

別表 5(1)の検算式から納税充当金のデータ入力が正し

くされているかを確認します。 

 

 

  



 

 

■ 黒字決算法人の確定申告書を当期の納税充当金を

計算してから表示します。 

 

別表 4 所得の金額に関する明細書 

所得金額の 1 欄に損益計算書の「当期純利益」から税

引後の「当期利益」10,171,400 円になります。 

4 欄「損金の額に算入した納税充当金」で 2,474,600

円を加算しています。 

最後に 52 欄の「所得金額」は 13,434,500 円になりま

す。 

 

別表 5(1) 利益積立金額及び資本金等の計算に関する

明細書 

前期の繰越損益金と納税充当金を減算します。 

貸借対照表の「繰越利益剰余金」から当期の「繰越損

益金」は 39,424,900 円になります。 

当期の「納税充当金」は 2,474,600 円になります。 

 

別表 5(2) 租税公課の納付状況に関する明細書 

当期の法人税・地方法人税と法人都道府県民税および

法人市町村民税の発生税額が表示されます。 

31 欄の「損金経理をした納税充当金」は 2,474,600 円

になります。 

 

 

 
 

 

納付税額計算書表の法人税・法人税地方税合計額を別表 5(2)「損金経理した納税充当金」として新規入力して別表

4「利益金額」と別表 5(1)「繰越損益金」を変更入力しても別表 4 の「所得金額」52 欄の 13,434,700 円が変更され

ていなければ法人税・法人地方税も変更されません。 

  



 

■ 「VBA 法人税確定申告書」で前期の黒字決算から当期に赤字決算となる法人のデータ入力について 

 

この計算例は、前期は黒字決算で当期に赤字決算となった法人の「VBA 法人税確定申告書」システムへのデータ入

力になります。当期の中間納付税額が還付となる未収還付法人税等の計算です。（東京 23 区以外の計算） 

 

 

 

■ 当期から黒字決算となった法人の確定申告書を作

成します。 

 

別表 4「所得金額」当期の欠損金額の－3,850,000 円を

入力します。 

 

別表 5(1)「繰越損益金」25,403,500 円を入力します。 

また納付税額計算表より「未収還付法人税」1,017,500

円、「未収還付都道府県民税」10,800 円、「未収還付市町

村民税」48,500 円を当期中の増として入力します。 

 

別表 5(2)「期首納税充当金」に 1,769,800 円は取り崩し

による納付で 0 円になります。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

■ 別表 5(1)の検算式のチェック 

 

別表 5(1)の検算式から未収還付法人税額等のデータ入

力が正しくされているかを確認します。 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

■ 黒字決算法人の確定申告書を当期の納税充当金の

計算前に表示します。 

 

別表 4 所得の金額に関する明細書 

所得金額の「当期欠損」1 欄は、損益計算書の「当期

純損失」から△3,850,000 円となっています。 

損金経理した法人税等 1,017,500 円、都道府県民税と

市町村民税 129,300 円の中間申告額は加算されて、 

納税充当金から支出した事業税 413,100 円は減算され

ます。最後の 52 欄の「欠損金額」は△3,116,300 円に

なります。 

 

別表 5(1) 利益積立金額及び資本金等の計算に関する

明細書 

前期の繰越損益金と納税充当金を減算します。 

「未収還付法人税」1,017,500 円、「未収還付都道府県

民税」10,800 円、「未収還付市町村民税」48,500 円を

当期中の増となっています。 

貸借対照表の「繰越利益剰余金」から当期の「繰越損

益金」は 25,403,500 円となっています。 

 

別表 5(2) 租税公課の納付状況に関する明細書 

前期に納税充当金として経理した法人税・地方法人税

と法人都道府県民税と法人市町村民税を充当金の取り

しとして減算します。 

当期の法人都道府県民税の均等割 20,000 円と法人市町

村民税の均等割 50,000 円の発生額が表示されます。 

 

 
  



 

 

〇 別表 1・別表 1 次葉 法人税の確定申告書 

 

法人税      △975,100 円 

地方法人税    △42,400 円 

 

〇 第 6 号様式 法人事業税と道府県民税の申告書 

 

法人事業税    △274,400 円 

特別法人事業税  △118,500 円 

 

法人都道府県民税 △20,800 円（所得割） 

法人都道府県民税   10,000 円（均等割） 

 

〇 第 20 号様式 法人市県民税の申告書 

 

法人市町村民税  △73,500 円（所得割） 

法人市町村民税     25,000 円（均等割） 

 

 

※ 防衛特別法人税の計算はしていません。 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

別表 5(2) 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する

明細書 

 

当期の損失金額 3,116,300 円を翌期に繰り越します。 

 

 

 

≪ご注意≫ 

この計算例では入力手順を簡略化するために、法人税・

法人地方税と事業税・特別法人事業税、法人都道府県民

税および法人市町村民税の中間納付税額を「法人税、住

民税及び事業税」または租税公課として損金経理してい

ます。 

 

中間納付税額を「仮払法人税等」で仮払経理している場

合は、入力手順が違いますので注意してください。 

 

 

 

 

■ 納付税額計算表から未収還付法人税等を確認しま

す。 

 

〇 納付税額計算表 

 

納付状況計算書から納付税額計算表より「未収還付法人

税」1,017,500 円、「未収還付都道府県民税」10,800 円、

「未収還付市町村民税」48,500 円を確認します。 

 

 

「未収還付法人税」1,017,500 円、「未収還付都道府県民

税」10,800 円、「未収還付市町村民税」48,500 円を入金

した次の事業年度の益金（雑収入など）とした場合は、

別表 4 の 18 欄「法人税等の中間納付額及び過誤納額に

係る還付金額」に 1,076,800 円を入力して翌期の所得金

額から減算します。 

同時に別表 5(1)の「未収還付法人税」1,017,500 円、「未

収還付都道府県民税」10,800 円、「未収還付市町村民税」

48,500 円を減算で入力して繰越金額を 0 円にします。 

 

なお未収還付事業税△274,400 円と未収還付特別法人

事業税△118,500 円の還付金は入金した次の事業年度

に益金（雑収入など）になります。 

 

 

 

  



 

■ 別表 7(1)の青色欠損金額について繰越控除のデータ入力のご注意 

 

青色申告を提出した事業年度の欠損金額は、平成 30 年 4 月 1 日以後に開始した事業年度は 10 年まで繰越控除

することができますが、平成 30 年 4 月 1 日前に開始した事業年度の繰越期間は 9 年になっています。 

別表 7(1)の 10 行分を最下行から 10 年分入力すると、最初の事業年度に繰越控除できない欠損金額が入力される可

能性があるので最下行の入力はできない仕様に変更しています。 

 

欠損金の繰越控除は下記の国税庁ホームページを参考にしてください。 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/02-11.pdf 

 

 

 

☆ 3月決算法人の入力例 

 

令和 9 年 3 月決算(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月

31 日)に控除できる青色欠損金額は、平成 30 年 3 月決

算(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日)以降に

生じた青色欠損金額となります。 

また翌期へ繰り越すことができるのは平成 31 年 3 月決

算(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日)以降に

生じた青色欠損金額です。 

 

 

 

 

 

このため最初の事業年度に 10 年間まで繰越控除できる

平成 31 年 3 月 31 日決算(平成 30 年 4 月 1 日から平成

31 年 3 月 31 日)が表示されるまでは 9 行目までしかデ

ータ入力できない仕様になっています。 

 

10 年間まで繰越控除できる場合の最下行は令和 9 年 3

月 31日決算になり、申告する事業年度は令和 10年 3月

31日になります。 

（令和 9年 4月 1日後に終了する事業年度より） 

 

なおどうしても、別表 7(1)で 10 年間の繰越控除する

最下行を使用する場合は、シートの保護コードを解除

して直接入力することができます。 

この場合はメールでシートの保護コードを請求してく

ださい。 

直前の欠損金を最下行に入力して 10 年分入力すること

はできますが、ユーザー様がどこかの任意の行を空白

にすることになります。 

 

 

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/02-11.pdf

